








要  約:市町村において基本的母子保健サーピスの効果的実施にあたって、 マンパワーの

確保等の人的条件の充実を図るとともに、実施回数の検討が行われる必要がある。即ち、 サ

ービスの向上については、 マンパワーの適正配置の検討の前に、実施回数の設定される

ことも必要である。 その見地から、 各母子保健サービス毎の実施回数を、個々の保健サ

ービスの基本的意義を崩すことなく地域の条件に応じて算定した。


